
 

第 11 回 放射 23 号線沿道地区 街づくり懇談会 

   日時：令和２年２月６日（木）午後７時〜９時 

   場所：代田区民センター2 階 第１、２会議室  

 

 

《 次 第 》 

        開 会 

      今までの街づくり懇談会の振り返り 

            用途地域の変更(案)及び地区計画(案)について 

      意見交換 

      放射２３号線整備について東京都との情報共有 

       閉 会 

《 メ モ 》 

 

 

＜お問い合わせ先＞ 

 世田谷区北沢総合支所 街づくり課 担当 雨宮、岡、長岡、岡崎 

〒１５５－８６６６ 世田谷区北沢２－８－１８ 北沢タウンホール 11 階 

電話 ０３－５４７８－８０３１ ＦＡＸ ０３－５４７８－８０１９ 

 









 

 



 

 



















目 標 １
方策

歩行者や自動車の安全性と利便性を
考慮に入れた道路を整備する。

目 標 ２
住宅を主体とし、周辺の住環境と調和
のとれた街並みを形成する。

目 標 ３
誰もが身近に日常生活の利便性を享受
できる施設の立地を誘導する。

目 標 ４
環境にやさしい、うるおいのあるみどり
豊かな街並みを形成する。

目 標 ５
道路整備による街の変化に対応した、
円滑な建て替えを実現する。

目 標 ６
建築物の不燃化を促進し、安全安心な
街並みを形成する。

東京都など関係機関と調整

引き続き検討

地区街づくり計画 で対応

地 区 計 画 の策定

用 途 地 域 の変更

放射２３号線沿道地区街づくり懇談会

街づくりの目標及び方策（案） 用途地域の変更（区案）

現 況変更区案
※「高さの最高限度」は、平成３１年４月１日から運用が開始された「建築物の絶対高さの制限」を踏まえた数値です。

現 況

土地利用の方針 既定の地区まちづくり計画に基づく土地利用の方針

明大前駅周辺地区
地区街づくり計画

ポイント①

代田橋駅周辺地区
地区街づくり計画

●周辺の低層住宅地に配慮
●日常生活に密着した小規模店舗等の立地を図る

●周辺の住環境との調和
●店舗や事務所等の立地を図る

地 区 計 画 の策定

地区街づくり計画 で対応

地 区 計 画 の策定

用 途 地 域 の変更

地区街づくり計画 で対応

地 区 計 画 の策定

目 標

第二種中高層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第一種低層住居専用地域

第一種住居地域
準住居地域
近隣商業地域
商業地域

第二種中高層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第一種低層住居専用地域

第一種住居地域
準住居地域
近隣商業地域
商業地域

ポイント②

大原・羽根木地区
地区街づくり計画

（第１０回の資料）



放射２３号線沿道地区街づくり懇談会

凡例

地区計画（区案）

地区区分 建築物の
用途の制限

建築物等の高
さの最高限度
（目安の階数）

建築物等の形態
又は色彩その他
の意匠の制限

土地の利用
に関する事項

垣又はさく
の構造の制限

現
況

第一種低層
住居専用地域 — — １０m（３階）

●建築物の外壁
や屋根の色彩は、
周辺環境と調和
したものとする。

●屋外広告物の
形態、色彩、意
匠は、周辺の街
並みと調和した
ものとする。

●樹木の保全
を図るととも
に、敷地内の
緑化に努める。

●建築物の敷
地内に雨水流
出 抑 制 施 設
（浸透ます、
浸透地下埋設
管）の整備に
努める。

道路に面して
垣又はさくを
設ける場合は、
生垣または緑
化いたフェン
ス等とする。区

案
第二種中高層
住居専用地域

放射
２３号線
沿道地区Ｂ

— １９m（６階）
１６m（５階）

現
況

第一種低層
住居専用地域 — — １０m（３階）

区
案

第一種住居
地域

放射
２３号線
沿道地区Ａ

ホテル・
旅館 １９m（６階）

地 区 計 画（区案）
用 途 地 域の
変更（区案）

区
域
①

変更区案

の方策
目標 ６

の方策
目標 ４

の方策
目標 2

の方策
目標 53

区
域
②

※（赤色文字）用途地域の変更及び地区計画の策定に伴い制限する項目
※（緑色文字）「明大前駅周辺地区地区街づくり計画（平成３０年３月策定）」及び

「代田橋駅周辺地区地区街づくり計画（平成３０年９月策定）」に定めている項目

ポイント

区域②
区域①

ポイント

（第１０回の資料）



用語説明 

◎用途地域 

 建築できる建物の種類、用途の制限を定めたルールです。 
  

◎建ぺい率 

「敷地面積に対する建築面積の割合」のことを言います。 

敷地面積 

建築面積 建ぺい率(％)＝ 
建築面積 

敷地面積 
×１００ 

◎容積率 

「敷地面積に対する延べ床面積の割合」のことを言います。 

敷地面積 
１００㎡ 

２階床面積 
 ２５㎡ 

１階床面積 
 ５０㎡ 

容積率(％)＝ 
延べ床面積 

敷地面積 

×１００ 

７５％＝（５０㎡＋２５㎡）÷１００㎡×１００ 

◎地区計画 

 都市計画法に基づく制度です。地区の将来像に基づき、建築物の用途や

形態、道路、公園等、法律の範囲内で街づくりのルールを定め、安全で住

み良い街を実現することを目的としています。 

  用途地域等が世田谷区ほぼ全域に指定されている制限であるのに対し、

地区計画等は身近な一定の範囲（地区）を対象とした計画です。 

宅地の細分化を防ぎ、広い敷
地を維持しよう 

壁面の位置を制限して隣
棟間隔を確保しよう 

生垣を多くしたり塀の高さを制限
して開放的な通りにしよう 

建築物のボリュームを抑え
て、統一感のある街並み
をつくろう 

身近な公園を地区施設に位置
を付けて守っていこう 

歩行者用の通路をつくろう 

敷地内に植栽などを確保
して緑化を推進しよう 

敷地にオープンスペース
をつくるなどゆとりある
土地利用を誘導しよう 

樹林地などを保護しよう 立地できる建物の用途を
限定して調和のあるまち
にしよう 

建物や屋外広告物の色や形
に関わるルールをつくって、
まとまりのある景観を形成
しよう 

壁面後退した空間にモノをつ
くらないようにしよう 

街区ごとに規制内容
を変えることもでき
ます 

◎地区街づくり計画 

 世田谷区の街づくり条例に基づく制度です。 

 区民参加で街の将来像を幅広く考える街づくりの手法で、地区計画より 

きめ細かく決められるのが特徴です。 

 区民の皆さんから計画の原案の提案を受け、区が策定していきます。 

   

出典：地区計画 みんなでつくるまちづくりのルール 

参考資料 



用途地域 

第１種低層住居専用地域 

建ぺい率 ６０％ 

容積率 １５０％ 

高さ制限 １０ｍ 

２階～３階建ての住宅がある程度ゆとりをもって並んでいる街並みです。 

第２種中高層住居専用地域 

建ぺい率 ６０％ 

容積率 ２００％ 

高さ制限 １９ｍ 
(地区計画で１６ｍに 
制限します。) 

戸建住宅、３階～５階建ての住宅、日用品の買い物が 
               出来る小規模な店舗がある街並みです。 

第１種住居地域 

戸建住宅、４階～６階建ての住宅、日用品の買い物が 
              出来るスーパーなどの店舗がある街並みです。 

建ぺい率 ６０％ 

容積率 ２００％ 

高さ制限 １９ｍ 

出典：新感覚のまち歩きガイド「せたがや」街並図鑑 

ポイント①の用途 

参考資料 

ポイント②の用途 

現状の用途 



松原交差点

京王高架北側

新設側道

大原二丁目

交差点

北
至 吉祥寺

至

渋
谷

放射第２３号線（松原）の道路の整備案

放射第23号線及び交差区道の取付改良部

新たに設置する予定の信号機付の横断歩道

信号機付横断歩道 中央分離帯はなし

中央分離帯

凡 例

転回路

○災害に強い街に！ 災害時の避難路となるほか、緊急車両の通行が容易になります。

道路自体が火災の延焼を防ぐ役割を担います。

○景観に配慮した道に！ 植栽帯を設け街の緑化に寄与します。

視線をさえぎる電柱や電線を無くし、都市景観の向上を図ります。

○歩きやすい道に！ 自転車の走行空間を設け、歩行者と自転車を分離します。

１ｍ ２ｍ２．５ｍ２ｍ １ｍ ２．５ｍ

２５ｍ

５．５ｍ ５．５ｍ ３ｍ ５．５ｍ ５．５ｍ

自転車歩行者

車道 中央

分離帯

植栽

車道

植栽 歩行者自転車
横断抑止柵 横断抑止柵

電線共同溝
（大きさや位置・深さは未定です。）

電線共同溝
（大きさや位置・深さは未定です。）

信号機付横断歩道 中央分離帯はあり

転回可能な方向

道路の断面（案）



 

 

第 11 回 放射 23 号線沿道地区 街づくり懇談会に関するアンケート 
 
ご意見、ご感想など、ご自由にお書きください。今後の参考にさせていただきます。 

※お帰りの際に係員にお渡しください 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※後日提出される方は、郵送・ＦＡＸ・窓口持参のいずれでも提出可能です。 

世田谷区北沢総合支所街づくり課 （担当 雨宮・岡・長岡・岡崎） 

住所：〒１５５－８６６６ 世田谷区北沢２－８－１８  北沢タウンホール１１階 

ＴＥＬ：０３－５４７８－８０３１ ＦＡＸ：０３－５４７８－８０１９ 

※このアンケートは、放射２３号線沿道地区の街づくりの検討以外の目的では使用いたしません。 

 

よろしければお名前等をご記入ください。 

お名前      ご住所 

 

電話番号      ファックス番号 

 

■ 放射２３号線沿道地区の街づくりに関するご意見 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 本日の懇談会に参加して思ったことなど 

 

 

 

 

 

 

 

■ その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


